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○建築基準法施行規則 

 

（認定申請書及び認定通知書の様式） 

第十条の四の二 法第四十三条第二項第一号、第四十四条第一項第三号、法

第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十

八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第

六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六

十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若

しくは第三項又は令第百三十七条の十六第二号の規定（以下この条におい

て「認定関係規定」という。）による認定を申請しようとする者は、別記

第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が

規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 

2 法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする場合

（当該認定に係る道が第十条の三第一項第一号に掲げる基準に適合する場

合を除く。）においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係

者が当該道を将来にわたつて通行することについての、当該道の敷地とな

る土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条

第一項第二号及び同条第二項において準用する令第百四十四条の四第二項

に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるも

のとする。 


